
工事用物品取扱基準 
 

（昭和41年12月７日局長決） 

（最近改正 平成23年3月28日管財調達担当課長決） 

 

第１条 工事用物品に関する事務を取扱う者は、常に適正な時期及び数量をもって物品購入要求又は物品請

求等を行い、過剰在庫の発生防止と物品需給の円滑化に努めなければならない。 

第２条 工事用物品は工事決議書の決裁終了後、設計担当課長等が購入要求を行うものとし、未確定工事用

物品の見込要求を行ってはならない。 

    ただし、設計担当課長等が、使用見込が確実で、かつ、当該物品の調達に要する期間が決裁終了後

工事着手予定日までの期間を上回ると認めるもので、特に緊急調達を要する場合はこの限りでない。

この場合、設計担当課長等は、やむを得ない場合を除き使用予定時期を変更してはならない。 

第３条 工事担当課長等は、工事遅延等の理由により納期後１ヵ月を過ぎても使用しないとあらかじめ見込

まれる場合は速やかに設計担当課長等に連絡し、設計担当課長等は、管財課長に納期変更を請求しな

ければならない。 

第４条 設計担当課長等は、設計変更又は見積もりの誤りにより、余剰の物品が生じ、又は生じることが確

実となったときは、直ちにその理由を明示して当該物品の要求取消、転用、その他の処理方法を示す

書類を添えて管財課長に通知しなければならない。 

第５条 物品請求書は、工期及び納期を勘案し、使用数量を越えない範囲内で適当な数量を工事担当課等の

物品取扱員が作成発行する。 

    なお、請求どおりの物品交付が不可能な場合、物品出納員（管財課長）は請求書記載数量を減量す

ることができる。 

第６条 物品取扱員は、物品納入契約業者から物品を直接納入させる場合（現場搬入の場合）は、使用見込

みに合わせて受領する物品を必要最少限度の量に止めるように留意しなければならない。 

第７条 工事担当課の物品取扱員は物品を請求するときは、あらかじめ倉庫の在庫を照会しなければならな

い。 

   附 則 

 この基準は、昭和42年１月１日から実施する。 

   附 則 

 この基準は、昭和46年11月22日から実施する。 

   附 則 

 この基準は、平成14年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この基準は、平成16年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この基準は、平成18年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この基準は、平成21年11月6日から実施する。 

附 則 

 この基準は、平成23年４月１日から実施する。 


